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高齢者虐待防止・身体拘束廃止に関するホームページについて 

 

養介護施設（高齢者福祉施設や介護保険サービス事業所等）における高齢者虐待を防止

するためには、施設等の管理者を先頭に、実際に高齢者の介護にあたる職員だけでなく、

他の職員も含めた施設等全体での取組が必要です。 

令和３年４月１日より、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令が施行され、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁

護、虐待防止の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針

の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務づけられました。 

特に、新規採用した職員については、虐待の定義や身体拘束に係る正しい知識を早期に

習得させる必要があり、初任者研修において、身体拘束廃止に加えて、高齢者虐待防止に

ついても十分な説明を行う必要があります。 

 

下記ホームページは、厚生労働省や福岡県等のホームページになりますので、最新の情

報を随時確認し、事業所での対策に役立ててください。 

 

〇 高齢者虐待防止研修で役立つ資料等 

高齢者福祉施設等における虐待防止リーフレット（福岡県ホームページ） 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koureisyagyakutai-leaflet.html 

高齢者虐待等の学習支援情報（認知症介護情報ネットワークのホームページ） 

https://www.dcnet.gr.jp/support/ 

身体拘束ゼロの手引き（福岡県ホームページ） 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/536072_60352525_misc.pdf 

 

〇 高齢者虐待防止に係る調査、通知等 

高齢者虐待防止関連調査・資料（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/boushi

/index.html 
国通知・介護保険最新情報Vol.502（福岡県ホームページ） 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/520398_60205422_misc.pdf 

福岡県身体拘束ゼロ宣言について  
利用者のケアの質の向上を図ることを目的として事業所内での身体拘束ゼロに向けた取

組を行うことを宣言した介護保険事業所等を登録し、ポスターの配付や県ホームページで

の公表等を行うことにより、現場の職員の意識高揚を図るとともに、身体拘束廃止に向け

た取組を行っている事業所であることを利用者、家族を含め県民に広く周知する事業を行

っています。 

詳しくは、下記のＵＲＬ及び次頁以降の資料をご参照ください。  
ＵＲＬ：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/zerosengen.html 
（トップページ > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者福祉 > 介護施設・サービス事業所 > 

 福岡県身体拘束ゼロ宣言を実施しています）  
【事業イメージ図、宣言書・ポスター様式のイメージ】     県・政令市・           ②宣言書の提出      県   中核市等                              ③ポスターの送付・ 
① 事業の周知      介護サービス事業所      県ホームページでの公表    
〈身体拘束ゼロ宣言書イメージ〉               〈ポスターイメージ〉 -
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個人情報保護に関する事項 

 

 ○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

 ○ 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス 

(H29.4.14厚生労働省通知、H29.5.30適用、R2.10.9改正) 
 

(1) 個人情報 

    個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特

定の個人を識別することができるものをいう。  

介護関係事業者における個人情報の例としては、ケアプラン、介護サービス提供にかかる

計画、提供したサービス内容等の記録、事故の状況等の記録等がある。 
 

(2) 利用目的の特定 

   個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（利用目的）をできる限り特定しなけ

ればならない。特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合

には、あらかじめ本人の同意を得なければならない。 

   介護関係事業者が利用者から個人情報を取得する場合、当該情報を利用者に対する介護サ

ービスの提供や介護保険事務等で利用することは、利用目的の範囲内なのは明らかである。 

① 介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的 

    〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕 

     ・当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス 

     ・介護保険事務等 

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕 

・当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者

等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答等 

・介護保険事務のうち、保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出等 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

② ①以外の利用目的 

   〔介護保険事業者の内部での利用に係る事例〕 

     ・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

     ・介護保険施設等において行われる学生の実習への協力 
 

(3) 利用目的の通知等 

 介護関係事業者は、個人情報を取得するに当たっては、あらかじめその利用目的を公表し

ておくか、個人情報を取得した場合には、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は

公表しなければならない。 

利用目的の公表方法としては、事業所内等に掲示するとともに、可能な場合にはホームペ

ージへの掲載等の方法により、なるべく広く公表する必要がある。 

   個人情報の保護に関する法律第 18条第 4項第 4号において、「利用目的が明らかであると

認められる場合」には公表しなくてよいこととなっているが、介護関係事業者には、利用者

に利用目的をわかりやすく示す観点から、利用目的を公表することが求められる。 
 

(4) 安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督 

 介護関係事業者は、個人データ（データベース等を構成する個人情報）の安全管理のため、

事業者の規模、従業者の様態等を勘案して、以下に示すような取組を参考に必要な措置を行

うものとする。 

① 個人情報保護に関する規程の整備、公表 

② 個人情報保護推進のための組織体制等の整備 

③ 個人データの漏えい等の問題が発生した場合等における報告連絡体制の整備 

④ 雇用契約時における個人情報保護に関する規程の整備 

⑤ 従業者に対する教育研修の実施 

⑥ 物理的安全管理措置（入退室管理の実施、機器・装置等の固定等） 

⑦ 技術的安全管理措置（個人データに対するアクセス管理 等） 

⑧ 個人データの保存 

⑨ 不要となった個人データの廃棄、消去 

⑩ 委託先の監督（契約において個人情報の適切な取扱いに関する内容を盛り込む等） 
 

 (5) 個人データの第三者提供 

    介護関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しては

ならない。ただし、以下に掲げる場合については本人の同意を得る必要はない。 

① 法令に基づく場合 

例 ・サービス提供困難時の事業者間の連絡・紹介 

・居宅介護支援事業者等との連携 

・利用者が不正な行為等によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

・利用者の病状の急変が生じた場合の主治医への連絡等 

・市町村による文書提出等の要求への対応 

・厚生労働大臣又は県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応 

・県知事による立入検査等への対応 

・市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等 

・事故発生時の市町村への連絡 

② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ
とが困難であるとき。 

③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本
人の同意を得ることが困難であるとき。 

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す
ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 
 

(6) その他の事項 

 ・保有個人データに関する事項の公表等 

 ・本人からの求めによる保有個人データの開示、訂正、利用停止等 

  （保有個人データの開示等の求めについて、利用者等の自由な求めを阻害しないため、医

療・介護関係事業者において、開示等の求めに係る書面に理由欄を設けることなどにより

開示等を求める理由の記載を要求すること及び開示等を求める理由を尋ねることは不適切

である。） 

 ・苦情の処理 
 

〇厚生労働省ホームページ  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html  

〇マイナンバーに関すること  https://www.ppc.go.jp/legal/ 
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利用者負担を軽くする制度 
 
 

高額医療合算介護（予防）サービス費 

医療保険と介護保険の両方を利用して年間（8月から翌年 7月）の自己負担額の合計が所得区分に応

じた限度額を超えた場合、申請により超えた額が払い戻されます。 

【自己負担限度額(世帯の年間限度額)】 ※同一世帯でも別の医療保険の加入者は合算されません。 

所得区分 

対象年度の末日(7/31)時点で加入している 

医療保険の基準によります 

後期高齢者 

医療制度 

＋ 

介護保険 

国民健康保険 

＋ 

介護保険 

後期高齢者医療加入者 

および 70～74歳 
70歳未満 

70歳～ 

74歳 

70歳 

未満 

①低所得者 
Ⅰ 

世帯全員の所得が 0円の世帯に属する

人（公的年金等控除額は 80万円として

計算します） 

19万円 19万円 
34万円 

Ⅱ 市民税世帯非課税でⅠ以外の人等 31万円 31万円 

②一般（①③以外の人） 旧ただし書所得（※）210万円以下 56万円 56万円 60万円 

③現役並み所得者 

旧ただし書所得（※） 

210万円超 600万円以下 
67万円 67万円 67万円 

旧ただし書所得（※） 

600万円超 901万円以下 
141万円 141万円 141万円 

旧ただし書所得（※） 

901万円超 
212万円 212万円 212万円 

※総合事業によるサービス（指定事業者によるサービスのみ）についても、高額医療合算介護（予防）

サービス費に相当する事業があります。 

※旧ただし書所得とは、総所得金額等から住民税の基礎控除を差し引いた額。 

 

 

社会福祉法人等による利用者負担の軽減 

介護サービスの提供を行う社会福祉法人または市町村が経営する社会福祉事業体（当該事業を行う

申し出を行ったものに限る。）が、低所得者で特に生計が困難な人に対して、利用者負担の軽減を行い

ます。 

対象となる施設とサービス 

○対象施設：社会福祉法人等のうち、軽減を行う旨を事業所・施設所在地の県・市町村に申し出た法人 

○対象となるサービス：その法人等が行う以下の介護保険サービス〔食費、居住費（滞在費）、宿泊費

も含む〕 

・訪問介護  ・通所介護  ・(介護予防)短期入所生活介護  ・地域密着型通所介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護      ・夜間対応型訪問介護 

・(介護予防)認知症対応型通所介護       ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  ・看護小規模多機能型居宅介護 

・介護老人福祉施設 

・総合事業のうち、予防給付型の訪問・通所型サービス（自己負担割合が保険給付と同様のものに

限る。） 
 

軽減の対象者および軽減内容 
 

対 象 者 利用者負担軽減割合 

老齢福祉年金受給者で一定の要件を満たす人 50％ 

収入が年 150万円以下の人で一定の要件を満たす人 25％ 

※生活保護受給者は、個室の居住費(滞在費)のみ対象で、全額軽減されます。 

 

○高額介護サービス等に関する制度周知について 

（平成 28年３月 28日 介護保険最新情報 Vol.531） 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/520398_60205494_misc.pdf 

 

（上記通知の一部改正） 

○高額介護（予防）サービス費の見直しにおける運用について 

（平成 30年８月３日 介護保険最新情報 Vol.674） 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/524414_60245490_misc.pdf 

 

○高額介護（予防）サービス費の見直し（令和 3年 8月から） 

 （令和 3年 3月 31日 介護保険最新情報 Vol.960） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000764673.pdf 

 

○高額医療・高額介護合算療養費制度の見直し（平成 30年８月から） 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/ryouyou-01.pdf 

 

 

○地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガ
イドライン 

～平成２８年３月 厚生労働省～ 

※ 本ガイドラインは、福祉サービスを総合的に提供する上で、現行制度の規制等について、運用上対応

可能な事項を整理したもの。 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-

Kikakuka/0000119283.pdf 

 

 

○人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース、介護福祉機
器助成コース 

 

～平成３０年４月 厚生労働省～ 

～「職場定着支援助成金」、「人事評価改善等助成金」、及び「建設労働者確保育成助成金」の一部コース

については、平成 30年度から「人材確保等支援助成金」へ統合されました～ 

 

（雇用管理制度助成コース） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html 

（介護福祉機器助成コース） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html 
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